
議案第１８号

向日市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の

一部改正について

向日市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の一部

を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２９年２月２１日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例等の

一部を改正する条例

（向日市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一部

改正）

第１条 向日市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例

（昭和２６年条例第８号）の一部を次のように改正する。

題名中「選挙による」を削る。

本則中「第７条第１項」を「第８条第２項」に改め 「選挙に、

よる」を削り 「１１人」を「１６人」に改める。、

（向日市職員定数条例の一部改正）

第２条 向日市職員定数条例（昭和４７年条例第７号）の一部を次

のように改正する。

第１条中「第２０条第２項」を「第２６条第２項」に改める。

（向日市費用弁償条例の一部改正）

第３条 向日市費用弁償条例（昭和２８年条例第１６号）の一部を

次のように改正する。

第１条第７号中「第２９条第１項」を「第３５条第１項」に改

める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）
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２ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律

第６３号）附則第２９条第２項の規定によりなお従前の例により

在任するものとされる農業委員会委員が在任する間の委員の定数

は、なお従前の例による。



〈参 考〉

向日市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の一

部改正（第１条関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

向日市農業委員会の 委員の定数に関する 向日市農業委員会の選挙による委員の定数に関する

条例 条例

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号） 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第８条第２項の規定による農業委員会の 委員の 第７条第１項の規定による農業委員会の選挙による委員の

定数は、１６人とする。 定数は、１１人とする。
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（ 第 ２ 条 関 係 ）向 日 市 職 員 定 数 条 例 の 一 部 改 正

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７ 第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１３８条第６項、第１７２条第３項、第１９１条 号）第１３８条第６項、第１７２条第３項、第１９１条

第２項及び第２００条第６項、地方教育行政の組織及び 第２項及び第２００条第６項、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１９ 運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１９

条及び第３１条第３項、地方公務員法（昭和２５年法律 条及び第３１条第３項、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第１２条第９項並びに農業委員会等に関す 第２６１号）第１２条第９項並びに農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第２６条第２項の規 る法律（昭和２６年法律第８８号）第２０条第２項の規

定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、 定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、

教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並び 教育委員会、公平委員会及び農業委員会の事務部局並び

に教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機 に教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機

関に勤務する一般職の職員（臨時又は非常勤の職員を除 関に勤務する一般職の職員（臨時又は非常勤の職員を除

く。以下同じ。）の定数に関し必要な事項を定めるもの く。以下同じ。）の定数に関し必要な事項を定めるもの

とする。 とする。
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（ 第 ３ 条 関 係 ）向 日 市 費 用 弁 償 条 例 の 一 部 改 正

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

第１条 略 第１条 略

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略

(7) 農業委員会等に関する法律第３５条第１項の規定に (7) 農業委員会等に関する法律第２９条第１項の規定に

より農業委員会に出頭した者 より農業委員会に出頭した者

(8)及び(9) 略 (8)及び(9) 略


